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（日本人の意識調査より）

https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/yoron/social/pdf/140520.pdf

日本国憲法関係条文

第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国

民の総意に基く。

https://www.kunaicho.go.jp/about/kosei/koseizu.html 
H31.4.30まで

宮内庁の許可が得られなかったため、
画像を削除しました
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第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承す

る。

第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負

ふ。

第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

○２ 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

第五条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為

を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。

第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

○２ 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証

すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。

昭和天皇 明仁天皇

５７歳 ８２歳 ５７歳 ８２歳

448件 334件 512件 529件

認証式任命式 13 18 13 18

拝謁 25 95 74 78

御接見・御会見・御引見 31 44 77 61

午餐・御昼餐・御夕餐・晩餐 28 26 29 24

お茶・茶会 3 4 26 57

行幸啓 125 42 88 128

外国訪問 0 0 44 10

勤労奉仕会釈 126 44 65 54

その他 97 71 96 99

「天皇の公務負担軽減等に関する有識者会議」資料より




